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駒ヶ根・伊那都市計画道路の

変更総括図（長野県決定）

資料 1-1

3･5･1号 名古屋塩尻線

(約8,240m)

L=約5,020m ２車線 W=12m

削除区間 3･5･1号 名古屋塩尻線

L=約3,220m ２車線 W=12m

変更区間 3･5･24号 太田切町一区線

L=約2,220m ２車線 W=12m

3･3･23号 伊駒アルプスロード線

L=約4,400m 4車線 W=28m

伊那市

宮田村

駒ヶ根市

伊那市
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資料 1-2

駒ヶ根都市計画道路の変更概要

（長野県決定）

〇3・3・23号 伊駒アルプスロード線 【今回決定案件】

〇3・5・24号 大田切町一区線 【今回決定案件】

〇3・5・1号 名古屋塩尻線 【今回変更案件】

変更路線

3･5・1号 名古屋塩尻線

3･3･23号伊駒アルプスロード線の追加に伴い終点側を変

更する。

今回変更案件（県決定）

3・5・24号 大田切町一区線

3･3･23号伊駒アルプスロード線の追加に伴い、既決定の3・5・1号名

古屋塩尻線の一部区間および3･3･23号伊駒アルプスロード線へのア

クセス部分を新たに3･5･24号大田切町一区線として決定する。

今回決定案件（県決定）

3・3・23号 伊駒アルプスロード線

伊那谷を縦貫する広域幹線街路として、中央自動車道西宮線や一般

国道153号などを補完・代替えする道路としての役割を担う路線。

混雑の解消、円滑で安全な交通の確保、災害に強い上伊那地域の主

要幹線街路として、機能的な都市活動及び土地の有効利用等を勘案

し、新たに都市計画決定する。

今回決定案件（県決定）

駒ヶ根都市計画道路3･3･23号伊駒アルプスロード線は、伊那谷を縦貫する広域幹線街路として、中央自動車

道西宮線や一般国道153号などを補完・代替えする道路としての役割を担うものです。

駒ヶ根及び宮田市街地は、天竜川右岸に位置し、他都市と接続する主要な交通軸として名古屋・東京の二大

都市を連絡する中央自動車道と並行して一般国道153号及び広域農道がありますが、このうち一般国道153号は

慢性的に混雑しており、自然災害や事故等による障害発生時には緊急輸送機能が確保されていない状況にあり

ます。

さらに、平成39年のリニア中央新幹線の開業にあわせて、リニアの整備効果を広く県内に波及させるため、当該

区間の道路整備が求められています。

このため、本路線は混雑の解消、円滑で安全な交通の確保、災害に強い上伊那地域の主要幹線街路として、

機能的な都市活動及び土地の有効利用等を勘案したなかで、起点を駒ヶ根市赤穂（伊南バイパス終点）、終点を

宮田村中越（伊那市境）とする延長約4,400m、路線全体の有効幅員は28ｍで都市計画決定し、本都市計画区域

の産業経済等の交流促進と機能的な都市活動の確保を図るものです。

また、この路線の追加に伴い、既決定の都市計画道路との円滑な交通処理を図るため、3･5･1号名古屋塩尻線

について駒ヶ根市区間では、終点を駒ヶ根市赤穂（伊駒アルプスロード起点）に変更するとともに宮田村区間の

一部を3･5･24号大田切町一区線として名称変更し、起点を宮田村大田切（伊駒アルプスロード交差点）、終点を

宮田村町一区（伊那市境）とする延長約2，220ｍ、路線全体の有効幅員は12ｍの幹線街路に変更するものです。

変更理由

←天竜川
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資料 1-3

伊那都市計画道路の決定概要

（長野県決定）

〇3・3・34号 伊駒アルプスロード線 【今回決定案件】

変更路線

3・3・34号 伊駒アルプスロード線

伊那谷を縦貫する広域幹線街路として、中央自動車道西宮線や一般国道153号

などを補完・代替えする道路としての役割を担う路線。

混雑の解消、円滑で安全な交通の確保、災害に強い上伊那地域の主要幹線街

路として、機能的な都市活動及び土地の有効利用等を勘案し。新たに都市計画

決定する。

今回決定案件（県決定）

伊那都市計画道路 3･3･34号伊駒アルプスロード線は、伊那谷を縦貫する広域幹線街路として、中

央自動車道西宮線や一般国道153号などを補完・代替えする道路としての役割を担うものです。

伊那市街地は、天竜川右岸を中心とした都市構造となっており、他都市と接続する主要な交通軸と

して名古屋・東京の二大都市を連絡する中央自動車道と並行して一般国道153号及び広域農道があ

りますが、このうち一般国道153号は慢性的に混雑しており、自然災害や事故等による障害発生時に

は緊急輸送機能が確保されていない状況にあります。

さらに、平成39年のリニア中央新幹線の開業にあわせて、リニアの整備効果を広く県内に波及させ

るため、当該区間の道路整備が求められています。

このため、本路線は混雑の解消、円滑で安全な交通の確保、災害に強い上伊那地域の広域幹線

街路として、機能的な都市活動及び土地の有効利用等を勘案したなかで、起点を伊那市西春近（宮

田村境）、終点を伊那市美篶（伊那バイパス起点）とする延長約7,170m、路線全体の有効幅員は28ｍ

で都市計画決定し、本都市計画区域の産業経済等の交流促進と機能的な都市活動の確保を図るも

のです。

変更理由

国道153号

伊那バイパス
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駒ヶ根市

-4-



　　道路幅員構成

資料 1-5

駒ヶ根都市計画道路の変更計画図（長野県決定） 3・3・23号 伊駒アルプスロード線

一般部 交差点部

橋梁部（50m以上）

宮田村

駒ヶ根市
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道路幅員構成

駒ヶ根都市計画道路の変更　3・5・24号　大田切町一区線の決定について

決　定　理　由

　駒ヶ根都市計画道路３･３･２３号伊駒アルプスロード線の追加に伴い、３･５･１号名古屋塩尻線の一部区

間および３・３・２３号伊駒アルプスロード線へのアクセス道路を３･５･２４号大田切町一区線として新たに都

市計画決定するものです。

資料 1-6

駒ヶ根都市計画道路の変更計画図（長野県決定） 3・5・24号 大田切町一区線
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道路幅員構成

　駒ヶ根都市計画道路３･３･２３号伊駒アルプスロード線の追加に伴い、既決定の都市計画道路と

の円滑な交通処理を図るため、３･５･１号名古屋塩尻線について駒ヶ根市区間では、終点を駒ヶ

根市赤穂（伊駒アルプスロード起点）に変更するものです。

駒ヶ根都市計画道路の変更　3・5・1号　名古屋塩尻線の変更について

変　更　理　由

資料 1-7

駒ヶ根都市計画道路の変更計画図（長野県決定） 3・5・１号 名古屋塩尻線

宮田村

駒ヶ根市
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　　道路幅員構成

資料 1-9

一般部 交差点部 橋梁部（50m以上）

伊那都市計画道路の決定計画図（長野県決定） ３・３・34号 伊駒アルプスロード線
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計画起点計画起点計画起点計画起点

駒ヶ根市北の原駒ヶ根市北の原駒ヶ根市北の原駒ヶ根市北の原

計画終点計画終点計画終点計画終点

伊那市伊那市伊那市伊那市 青島青島青島青島

上記の観点から総合的に判断し、伊駒アルプスロードのルート帯を「ルート帯Ｂ「ルート帯Ｂ「ルート帯Ｂ「ルート帯Ｂ （天竜川沿いルート）＋（天竜川沿いルート）＋（天竜川沿いルート）＋（天竜川沿いルート）＋ ルート帯Ｃ」に決定ルート帯Ｃ」に決定ルート帯Ｃ」に決定ルート帯Ｃ」に決定しました。

■交通（安全） 現道の渋滞解消、交通ネットワークの形成、道路の安全性確保の全ての面で「ルート帯B＋C」が優れます。

■環境 大気質、騒音などの生活環境への影響は「ルート帯B（天竜川沿いルート）＋ルート帯C」、

動物、植物への影響は「ルート帯A（現道活用ルート）＋ルート帯C」が、それぞれ優れますが、全体としては同程度と評価します。

■地域への影響 農地への影響は「ルート帯A＋C」、施工時への影響等は「ルート帯B＋C」がそれぞれ優れますが、全体として同程度と評価します。

■事業性（費用） 事業費、整備期間ともに「ルート帯B＋C」が優れます。

（項目別評価）

国道国道国道国道153153153153号号号号 伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード ルート帯の決定ルート帯の決定ルート帯の決定ルート帯の決定

（天竜川沿いルート）

（現道活用ルート）

資料1-10
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伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード ルート決定のポイントルート決定のポイントルート決定のポイントルート決定のポイント

伊南バイパス

伊那バイパス

(1)伊南バイパスとの交点を起点とする。
(3)河川条件により、河川内に橋脚を建てる

ことができないため、一級河川太田切川と

の交差を直角に近い角度とし短いスパンで

渡河する。

(2)ＪＲ飯田線との近接工事に配慮する。

(5)住宅地への影響を少なくする。

(4)段丘に影響がないようにする。

(6)住宅地への影響を少なくする。

(7)工場への影響を避ける。

(8)下水処理場への影響を避ける。

(9)中越歴史保全区域への影響を避ける。

(11)天竜川の伊那峡(猿岩)を避ける

(10)史跡を避ける。

(13)下水処理場を避ける。

(15)段丘への影響を小さくする。

(16)住宅地への影響を小さくする。

(17)段丘への影響を小さくする。

(18)一級河川三峰川との交差を直角に近い交差とする。

(12)一級河川天竜川との交差を直角に近い角度とする。

(14)住宅地への影響を小さくする。

(19)伊那バイパスとの交点を終点とする。

１

① ②
天竜川天竜川天竜川天竜川→

(11)(11)(11)(11)伊那峡伊那峡伊那峡伊那峡(猿岩猿岩猿岩猿岩)

(3)(3)(3)(3)太田切川橋梁太田切川橋梁太田切川橋梁太田切川橋梁

(2)(2)(2)(2)ＪＲとの近接施工ＪＲとの近接施工ＪＲとの近接施工ＪＲとの近接施工

(5)(5)(5)(5)住宅地への配慮住宅地への配慮住宅地への配慮住宅地への配慮

(9)(9)(9)(9)中越歴史保全区域中越歴史保全区域中越歴史保全区域中越歴史保全区域

(8)(8)(8)(8)下水処理場下水処理場下水処理場下水処理場

○ルート決定のコントロールポイント

・伊南バイパス、伊那バイパスを結ぶ

・事業所及び公共施設を避ける

・住宅への影響を少なくする。

・段丘への影響を少なくする。

２

5

資料1-11
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伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード （（（（地形特性）

ＪＲ飯田線ＪＲ飯田線ＪＲ飯田線ＪＲ飯田線

現国道現国道現国道現国道

イトトリゲモイトトリゲモイトトリゲモイトトリゲモ

歴史保全区域歴史保全区域歴史保全区域歴史保全区域

（中越）（中越）（中越）（中越）

伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード伊駒アルプスロード L=L=L=L=約約約約11km11km11km11km W=28mW=28mW=28mW=28m

JRJRJRJR飯田線飯田線飯田線飯田線

駒ヶ根市駒ヶ根市駒ヶ根市駒ヶ根市

宮田村宮田村宮田村宮田村

伊那市伊那市伊那市伊那市

【伊駒アルプスロードの縦断図】

【伊駒アルプスロードのルート帯】

○河岸段丘と田切地形○河岸段丘と田切地形○河岸段丘と田切地形○河岸段丘と田切地形

事業地周辺には、学術上又は希少性の観点から重要な

地形及び地質として挙げられる「河岸段丘河岸段丘河岸段丘河岸段丘」の地形が広く存

在している。また天竜川の河岸段丘や断層崖を横断するよ

うに流れる太田切川などが、段丘面を激しく侵食して形成し

た田切地形田切地形田切地形田切地形は、全国的に最も顕著全国的に最も顕著全国的に最も顕著全国的に最も顕著であることで知られる。

また、河岸段丘には、御嶽山の火山灰が厚く積もっており、

基盤土としては弱い地質が存在する特徴がある。

太田切川付近の計画太田切川付近の計画太田切川付近の計画太田切川付近の計画

伊那市大沢川付近の計画伊那市大沢川付近の計画伊那市大沢川付近の計画伊那市大沢川付近の計画

起

点

駒

ヶ

根

市

北

の

原

至名古屋市 至塩尻市

橋梁部

太田切川

天竜川

三峰川

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部

橋梁部 終

点

伊

那

市

青

島

自動車学校

トンネル構造

②②②②

②①②①②①②①

①①①①

計画起点

駒ヶ根市北の原

計画終点

伊那市青島

②②②②

②②②②

①①①①

②②②②

②②②②

天竜川天竜川天竜川天竜川

三峰川三峰川三峰川三峰川

太田切川太田切川太田切川太田切川

① 急流の大河川

（天竜川、三峰川）

② 田切地形

②②②②

②②②②

3

資料1-12

①①①①

【イメージ】

凡　例

重要な地形の段丘崖

（田切地形）
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伊那バイパス

(2)太田切川への影響を少なくする。

(5)住宅地への影響を少なくする。
(9)重要な文化財を避ける。

(14)段丘への影響を少なくする。

(16)住宅地への影響を少なくする。

(17)段丘への影響を少なくする。

(18)三峰川への影響を少なくする。

(12)天竜川への影響を少なくする。

(13)住宅地への影響を少なくする。

○環境影響評価の観点から見たルート決定のコントロールポイント

・大気環境（大気質・騒音・振動等）・・・住居等の保全対象への影響を極力少なくする。

・重要な地形及び地質･･･段丘への影響を極力少なくする。重要な地形を避ける。

・水環境（水質・水象）・・・河川及び地下水への影響を極力少なくする。

・動植物等･･･重要な動植物の生息･生育地を極力避ける。

段丘及び河川への影響を極力少なくする。

・人と自然との触れあいの活動の場・・・主要な活動の場への影響を極力少なくする。

・文化財･･･重要な史跡等を避ける。

天竜川

三峰川

太田切川

アカハライモリ

ツメレンゲ

オオムラサキ

中越の榧の木

下の城

伊南バイパス

(11)天竜川から極力離した位置とする。

(1)段丘への影響を少なくする。

(4) 段丘への影響を少なくする。

(3)住宅地への影響を少なくする。

(8)段丘への影響を少なくする。

(10)段丘への影響を少なくする。

ミナミメダカ

ミヤマシジミ

イトトリゲモ

(15)大沢川への影響を少なくする。

ヤエヤマツツジ

N

熊野神社

猿 岩

(7)重要な地形を避ける。

凡　　　例

重要な動植物

文化財

住居地等

重要な地形・地質

重要な地形（段丘）

人と自然との触れ合い
の活動の場

丸山井

三峰川

サイクリングロード

北の原公園

(6)人と自然との触れ合いの場

を避ける。

(19)人と自然との触れ合いの場への影響を少なくする。

伊駒アルプスロード 環境影響評価の観点から見たルート決定のポイント 資料1-13

天竜川と河岸段丘

駒ヶ根市

宮田村

伊那市

-13-



1 

 

 

 

●事業の名称、都市計画決定権者及び事業者の名称（第１章、第２章） 
項目 内容 

事業の名称 （仮称）都市計画道路 伊駒アルプスロード 

都市計画決定権者及び事業者の名称 長野県（代表者の氏名：長野県知事 阿部 守一） 

 

●事業目的及び内容（第３章） 
項目 主な内容 

事業の目的 当該事業は、①混雑の解消、②円滑で安全な交通の確保、③災害に強い道路網の構築を目的として実施するものである。 

事業の規模 

通過自治体 長野県（ 駒ヶ根市、宮田村、伊那市） 

車線数 ４車線 

設計速度 60 ㎞/h 

道路延長 約 11km 

道路区分 第 3 種第 2 級 

道路構造 平面、盛土、切土、橋梁、高架 

計画交通量 20,000 台/日～23,600 台/日（平成４2 年） 

構造の種類 嵩上式 掘割式 地下式 地表式 

延長 約 6.6 ㎞ - - 約 5.0 ㎞ 

工事区分 橋梁、高架、土工 - - 土工 

 

●事業実施区域及びその周囲の概況（第４章） 
自然的状況で把握した項目 社会的状況で把握した項目 

大気環境 人口及び産業 

水環境 土地利用 

土壌及び地盤 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用 

地形及び地質 交通 

動植物の生息又は生育、植生及び生態系 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置 

景観及び人と自然との触れ合いの活動 下水道の整備 

- 法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他 

- その他の事項 

 

●計画段階環境配慮書の結果（第５章） 
計画段階環境配慮書では、大気質、騒音、超低周波音、振動、動物、植物、生態系及び重要な史跡について評価

をした。 

内容は方法書で示したものと同じ 
 

●計画段階環境配慮書に対する意見及び都市計画決定権者の見解の概要（第６章～第 8 章） 
計画段階環境配慮書の手続では、国交大臣意見、住民意見、知事意見及び市村意見に対し見解を示した。 

内容は方法書で示したものと同じ 
 

●方法書に対する住民等の意見及び都市計画決定権者の見解の概要（第 9 章） 
主な事業者の見解 

沿道事業所影響は、事業実施段階で対応を検討する。また、風評被害に対する対策・支援については、必要に応じて対応する。 

沿道事業所影響は、工事の実施に伴う粉じん等で影響を検討し、事業実施段階で適切に対応する。 

動物、植物、生態系調査にあたっては、当該地域に精通した有識者等への聞き取り調査を実施した。 

動物調査にあたっては、資料や調査記録についても参考とし、情報収集に努めた。 

動物調査にあたっては、確認適期を逃さないように留意した。また、生息域にはトラップやカメラを設置して調査を行った。 

動物調査にあたっては、方法書段階での意見を踏まえて適切に調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を行った。 

 
 
 
 
 
 
 

●方法書に対する県知事の意見及び都市計画決定権者の見解の概要（第 10 章） 
主な事業者の見解 

段丘崖への影響について、地形・地質、動物、植物、生態系及び景観で調査予測評価した。 

適切な調査、予測及び評価となるよう、具体の計画を技術委員会に報告し、助言を踏まえ、適切に調査、予測及び評価を実施した。 

作成にあたっては、予測条件や予測式などの予測評価の根拠を示し、最新の科学的知見を用いて行った。 

作成にあたっては、専門用語に係る注釈や定義の明確化、コンターを用いた表現の活用等により、分かりやすい図書となるよう努めた。 

作成にあたっては、地域の幹線道路の状況、救急車両の交通網の変化及び道路の整備効果について記載した。 

大気等の調査にあたっては、調査、予測及び評価にあたっては、住居等の位置を考慮した上で選定し、調査、予測及び評価を実施した。 

大気等の影響に配慮して、迂回車両が発生することがないよう、事業実施にあたっては、既存道路の通行の確保に努める。 

水象（地下水）の調査は、掘削規模から判断し、十分な観測点を設けて実施した。 

水象の調査にあたっては、主要な水路の状況について把握し、農業用水の改変は行わないが、農業用水内に生息する動植生態系に関して

は、予測及び評価を行った。 

動物のうちトンボ類・エノキ類・両生類は、生態系の典型種に選定し、調査、予測及び評価対象とした。 

動物のうち昆虫は、専門家の意見を聞いて適切な時期に調査を行った。 

動物のうち段丘崖の斜面林のほか、丸石河原の河川敷等、希少種が多く生育する場所や希少なチョウ類の食草の生育場所は、重点的に調

査した。 

動物のうちチョウ類のミヤマシジミやクロツバメシジミは、生態系の特殊種に選定し、調査、予測及び評価対象とした。 

生態系の調査の手法について、技術手法記載の確立された手法に基づいて実施した。 

人触れの調査、予測及び評価として三峰川榛原公園を追加して行った。また、工事施工ヤードの設置に伴う人と自然との触れ合いの活動

の場を追加して、調査、予測及び評価を行った。 

文化財の古墳群について、分布状況を把握した。試掘等は法令に基づき行う。 

 
 

●都市計画対象道路事業実施区域及び道路構造 

図 都市計画対象道路事業実施区域及び道路構造 

(仮称)都市計画道路 伊駒アルプスロード 環境影響評価準備書の概要 平成２９年１１月 
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●項目（手法）の選定、調査予測評価結果（第 11 章、第 12 章） 
 

 

要素 

項目(手法) 

選定 影響要因の区

分 
調査結果 

予

測

手

法 

予測結果 保全措置 調査手法の設定根拠 工事

の実

施 

存在・

供用 

大

気

環

境 

 

大

気

質 

二酸

化窒

素 

浮遊

粒子

状物

質 

 ○ 自動車の走行 
環境基準値を達成した。 

定

量 

■影響なし 

全ての予測地点で環境基準値を下回っており、基準等との整合は図ら

れると評価。 

■環境基準値を下回ったため、保全措置はなし。 国交省令及び技術手法

を参考に選定 

●  

建設機械の稼

働 

定

量 

■影響あり 

駒ヶ根市赤穂（大田切）、宮田村大田切、宮田村中越において二酸化

窒素の建設機械寄与濃度の参考値を超過。 

■大気質の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・排出ガス対策型建設機械の採用 

・作業方法への配慮 

技術手法を参考に選定 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行 

定

量 

■影響あり 

維持されることが望ましい水準が満たされるものと考えられるが、影

響が生じることも考えられるため、環境保全措置を実施。 

■大気質の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事用車両の分散 

技術手法を参考に選定 

粉じ

ん等 

○  

建設機械の稼

働 

（調査無し） 
定

量 

■影響あり 

維持されることが望ましい水準が満たされるものと考えられるが、影

響が生じることも考えられるため、環境保全措置を実施。 

■大気質の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・作業方法への配慮 

・散水 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行 

定

量 

■影響あり 

宮田村 5284-3 地点において参考値を超過。 

■大気質の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事用車両の洗車 

・工事の分散 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

騒

音 

騒音 
 ○ 自動車の走行 

・環境騒音は、1 地点(夜間)で環境基準値(目標値)を

1dB 超過した。 

・道路交通騒音は、1 地点(昼間)で環境基準値(目標値)

を 3dB超過した。 

定

量 

■影響あり 

伊那市原新田において環境基準値を超過。 

■騒音の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・遮音壁の設置 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

○  

建設機械の稼

働 

定

量 

■影響あり 

駒ヶ根市赤穂（大田切）において環境基準値を超過。 

■騒音の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・低騒音型建設機械の採用 

・遮音壁などの遮音対策 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行 

定

量 

■影響あり 

維持されることが望ましい水準が満たされるものと考えられるが、影

響が生じることも考えられるため、環境保全措置を実施。 

■騒音の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事の分散 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

振

動 

振動 

 ○ 自動車の走行 
環境基準値を達成した。 

定

量 

■影響なし 

全ての予測地点で環境基準値を下回っており、基準等との整合は図ら

れると評価。 

■環境基準値を下回ったため、保全措置はなし。 国交省令及び技術手法

を参考に選定 

○  

建設機械の稼

働 

定

量 

■影響あり 

規制基準を下回るが、影響が生じることも考えられるため、環境保全

措置を実施。 

■振動の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・作業方法の改善 

・低振動型建設機械の稼働 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行 

定

量 

■影響あり 

規制基準を下回るが、影響が生じることも考えられるため、環境保全

措置を実施。 

■振動の環境負荷を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事用車両の分散 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

低

周

波

音 

低周

波音 

 ● 自動車の走行 

・住居等は概ね調査範囲全体に立地している。 

・1 階建てと 2 階建てが占めているが、一部 3 階建て

が存在する。 

・高架構造物からの距離は、最も近い住宅で 10m以内

に位置している。 

定

量 

■影響なし 

予測地点で参考となる指標を下回っており、基準等との整合は図られ

ると評価。 

■環境基準値を下回ったため、保全措置はなし。 技術手法を参考に選定 

水

環

境 

水

質 

水の

濁り 

●  

切土工等又は

既存の工作物

の除去、工事施

工ヤードの設

置、工事用道路

等の設置 

・水質の状況は、3 河川において環境基準を超過した。 

・水象の状況（流量）は、全河川において、各月の増

減は見られるものの、1 年間を通してほぼ横ばい傾向

であった。 

・土質の状況は、1 河川で巨礫、玉石及び砂利、3 河

川で玉石及び砂利、1 河川で砂、1 河川で巨礫及び玉

石、1 河川で砂利であった。 

定

性 

■影響あり 

切土工等又は既存の工作物の除去、工事施工ヤードの設置及び工事用

道路の設置に係る一般的な工事では、濁水が発生すると予測される。 

 

■水の濁りの影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・仮締切工の実施 

・水路等の切り回しの実施 

技術手法を参考に選定 

水底の掘削 

・水質の状況は、3 河川において環境基準を超過した。 

・水象の状況（流速）は、6 河川で各月の増減は見ら

れるものの、1 年間を通してほぼ横ばい傾向あるいは

ほぼ同様の値(1 回の測定のみ)であった。1 河川で高い

値を示した。 

・水底の土砂の状況は、最も組成比率が高いものは、5

河川でコブル、1 河川で細砂分、1 河川で中礫分であ

った。 

定

性 

■影響あり 

水底の掘削に係る一般的な工事では、濁水が発生すると予測される。 

 

■水の濁りの影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・仮締切工の実施 

・水路等の切り回しの実施 

技術手法を参考に選定 

水の

汚れ 

●  水底の掘削 

・水象の状況（流量）は、全河川において、各月の増

減は見られるものの、1 年間を通してほぼ横ばい傾向

であった。 

・水質の状況は、3 河川において水素イオン濃度が環

境基準を超過した。 

定

性 

■影響あり 

水底の掘削に係る一般的な工事では、アルカリ排水による水の汚れが

発生すると予測される。 

■水の汚れの影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・仮締切工の実施 

・水路等の切り回しの実施 

長野県環境影響評価技

術指針及び県マニュア

ルを参考に選定 

凡例：表中の○印は国交省令における参考項目。●印は参考項目以外の項目。空欄は非選定の項目。 

注）予測手法、予測結果及び保全措置の欄については、平成 29 年 10 月末現在のものであり、今後の意見照会や関係機関協議等により変更となる可能性があります。 
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要素 

項目(手法) 

選定 影響要因の区

分 
調査結果 

予

測

手

法 

予測結果 保全措置 調査手法の設定根拠 工事

の実

施 

存在・

供用 

水

環

境 

水

象 

河川 

 ● 

道路（地表式

又は掘割式）

の存在 

 

・流量は、全河川において、各月の増減は見られるも

のの、1 年間を通してほぼ横ばい傾向であった。 

・浸食・堆砂の状況は、5 河川で浸食、1 河川で三面

コンクリート、1 河川で堆砂であった。 
定

性 

■影響は極めて小さい 

道路（地表式又は掘割式）の存在及び切土工事又は既存の工作物の除

去に係る河川の流量の影響は極めて小さい。 

■影響は極めて小さいため、保全措置はなし。 長野県環境影響評価技

術指針及び県マニュア

ルを参考に選定 

●  

切土工等又は

既存の工作物

の除去 

地下

水  ● 

道路（地表式

又は掘割式）

の存在 

・地下水位の状況は、各調査地点の地下水の平均水位

は最も浅い位置で G.L.-5.4m であった。 

・帯水層の地質は、玉石混じり砂礫、シルト混じり砂

礫及び強風化黒雲母片岩である。 
定

性 

■影響あり 

道路（地表式又は掘割式）の存在及び切土工等又は既存の工作物の除

去に係る一般的な工事では、地下水位への影響があると予想される。 

■地下水位の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・通水工対策の実施 

・工事に伴う改変区域をできる限り小さくする 

長野県環境影響評価技

術指針及び県マニュア

ルを参考に選定 

●  

切土工等又は

既存の工作物

の除去 

土

壌

に

係

る 

環

境

そ

の

他

の

環

境 

地

形

及

び 

地

質 

重要

な地

形及

び地

質 
○ ○ 

道路（地表式、

掘削式、嵩上

式）の存在、

工事施工ヤー

ドの設置及び

工事用道路等

の設置 

日本の地形レッドデータブックに指定されている「天

竜川右岸の河岸段丘と新期断層」がある。 

定

性 

■改変に伴う消失または縮小：影響あり 

道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在、工事施工ヤードの設置及

び工事用道路等の設置に係る土地の改変では、地形及び地質の消失又

は縮小が発生すると予測される。 

■地形及び地質の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事に伴う改変区域をできる限り小さくする 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

■周辺環境条件の変化に伴う影響：影響なし 

既に道路が複数存在しており、それらによる影響はみられない。 

そ

の

他 

日照

阻害 

 ○ 
道路(嵩上式)

の存在 

・住宅等の立地の状況は、調査地域 

全体に 40 数軒ほどの 1～3 階建ての住居等が立地し

ている。概ね 1 階建てと 2 階建てが占めている。なお、

調査地域に著しい日影の影響を及ぼすおそれのある中

高層建築物は存在しない。 

・地形の状況は、扇状地性低地あるいは小起伏山地に

あたり、住居等は比較的小規模であるが起伏に富む地

形上に点在している。 

定

量 

■影響なし 

予測結果は、全ての地点において参考となる指標を下回った。 

■日照阻害の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・高架構造物の上下部工の形式・配置等の工夫 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

動物 重要

な種

及び 

注目

すべ

き生

息地 

● ○ 

道路（地表式、

掘削式、嵩上

式）の存在、

建設機械の稼

働 

現地調査により確認された重要な動物を以下に示す。 

・哺乳類：1 目 1 科 1 種 

・鳥類：9 目 15 科 25 種 

・両生類：2 目 2 科 3 種 

・爬虫類：1 目 2 科 2 種 

・魚類：5 目 7 科 8 種 

・昆虫類：9 目 39 科 53 種 

・クモ類：1 目 1 科 1 種 

・底生動物：4 目 8 科 9 種 

・陸産貝類：2 目 5 科 8 種 

定

性 

■影響あり 

一部の種で生息環境は保全されない又は保全されない可能性がある。 

■動物への影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・照明の漏れ出しの抑制 

・低騒音型・低振動型機械の使用 

・工事従事者への講習・指導 

国交省令、技術手法、長

野県環境影響評価技術

指針及び県マニュアル

を参考に選定 

植物 重要

な種

及び

群落 

 ○ 

道路（地表式、

掘削式、嵩上

式）の存在 

重要な植物は、23 科 32 種が確認されている。 

重要な植物群落は、調査地域に存在しない。 

 定

性 

■影響あり 

一部の種で生息環境は保全されない可能性がある。 

■植物への影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・照明の漏れ出しの抑制 

・工事従事者への講習・指導 

・移植（代替措置） 

国交省令、技術手法、長

野県環境影響評価技術

指針及び県マニュアル

を参考に選定 
○  

工事施工ヤー

ドの設置、工

事用道路等の

設置 

生態

系 

地域

を特

徴づ

ける

生態

系 

 ○ 

道路（地表式、

掘削式、嵩上

式）の存在 

地域を特徴づける生態系の状況を動物及び植物の調査

結果を用いて整理し、樹林地、疎林・林縁・草地、農

耕地、河川の４区分とした。 定

性 

■影響あり 

一部の地域を特徴づける生態系の注目種・群集で生息・生育環境は保

全されない又は保全されない可能性がある。 

■生態系への影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・照明の漏れ出しの抑制 

・低騒音型・低振動型機械の使用 

・工事従事者への講習・指導 

国交省令、技術手法、長

野県環境影響評価技術

指針及び県マニュアル

を参考に選定 
○  

工事施工ヤー

ドの設置、工

事用道路等の

設置 

景観 主要

な眺

望点

及び

景観

資源 

 ○ 

道路（地表式

又は掘削式、

嵩上式）の存

在 

主要な眺望点は、22箇所ある。景観資源は、河成段丘の

地域（河岸段丘）、伊那峡（峡谷）、猿岩（岩峰・岩柱）、

中央アルプス及び南アルプスがある。 
定

性 

■影響あり 

・主要な眺望点及び景観資源の改変 

主要な眺望点の改変については、都市計画対象道路事業の実施による

改変はない。 

・主要な眺望景観の変化 

2 地点（大久保ダム、伊那市下殿島地区）において景観の構造に変化

が生じると予測した。 

■景観の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・法面等の緑化 

・道路付属物（照明ポール、立入防止柵等）の形状、デザイン、色彩の検討（近景域における影

響の場合） 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

凡例：表中の○印は国交省令における参考項目。●印は参考項目以外の項目。空欄は非選定の項目。 

注）予測手法、予測結果及び保全措置の欄については、平成 29 年 10 月末現在のものであり、今後の意見照会や関係機関協議等により変更となる可能性があります。 
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4 

 

 
 

 

要素 

項目(手法) 

選定 影響要因の区

分 
調査結果 

予

測

手

法 

予測結果 保全措置 調査手法の設定根拠 工事

の実

施 

存在・

供用 

人と

自然

との

触れ

合い

の 

活動

の場 

主要

な人

と自

然と

の触

れ合

いの

活動

の場 

 ○ 

道路（地表式

又は掘削式、

嵩上式）の存

在 

主要な人と自然との触れ合いの活動 

の場は、公園、神社及びサイクリン

グロード・ジョギングロードがある。 

定

性 

■影響あり 

維持されることが望ましい水準が満たされるものと

考えられるが、影響が生じることも考えられるため、

環境保全措置を実施。 

■道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・アクセス道路等の移設による利用性の確保 

・移動経路の確保（ボックスカルバート、横断歩道等の設置） 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

●  
工事施工ヤー

ドの設置 

定

性 

■影響あり 

北の城址公園、三峰川榛原河川公園、三峰川サイク

リング・ジョギングロードにおいて、快適性の変化

が生じる。 

■工事施工ヤードの設置に係る人と自然との触れ合いの活動の場の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・う回路の設置 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

 

★方法書の意見で追加 

文化

財 

文化

財 

 ● 

道路（地表式

又は掘削式、

嵩上式）の存

在 

文化財及び埋蔵文化財が多数ある。 

定

性 

■影響あり 

文化財について 10 箇所全てにおいて影響はないと

予測される。埋蔵文化財については 15 箇所のうち 5

箇所において影響があると予測される。 

 

■文化財の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・文化財保護法に基づき、必要な届け出を行うと共に、関係機関と移設等の保全に関する協議を行う 

・工事中に未周知の埋蔵文化財が確認された場合には、文化財保護法に基づき遅滞なく関係諸機関と協議し、適切な保全に努める 

長野県環境影響評価技

術指針及び県マニュア

ルを参考に選定 

廃棄

物等 

建設

工事

に伴

う副

産物 

○  

切土工等又は

既存の工作物

の除去 

－ 
定

性 

■影響あり 

事業の実施により建設発生土、コンクリート塊、ア

スファルト・コンクリート塊が発生すると考えられ

る。 

■廃棄物等の影響を低減するために環境保全措置を実施。 

・工事間流用の促進 

・再資源化施設への搬入等による他事業等での利用 

国交省令及び技術手法

を参考に選定 

凡例：表中の○印は国交省令における参考項目。●印は参考項目以外の項目。空欄は非選定の項目。 

注）予測手法、予測結果及び保全措置の欄については、平成 29 年 10 月末現在のものであり、今後の意見照会や関係機関協議等により変更となる可能性があります。 
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環境影響評価及び都市計画決定の経緯
駒ヶ根都市計画道路の変更　（３・５・１号　名古屋塩尻線、３・３・23号　伊駒アルプスロード線、３・５・24号　太田切一区線）
伊那都市計画道路の変更　（３・３・34号　伊駒アルプスロード線）

事項 時期 備考 事項 時期

天竜川右岸地区住民検討会
（住民代表）

平成25年6月～11月 第1～4回 長野県環境影響評価技術委員会 平成28年8月

備考

伊駒アルプスロード検討委員会
（第三者委員会、住民説明会）

平成23年12月～平成24月12月
第1～4回

説明会計18回
長野県環境影響評価技術委員会 平成28年7月

伊駒アルプスロード検討委員会
（第三者委員会）

平成27月3月 第5回 伊駒アルプスロード都市計画（案）説明会 平成29年7月～10月 計8回

計画段階　環境調査 平成26年4月～平成27年2月 ルート案住民説明会 平成29年4月～7月 計11回

ルート帯の選定案説明
（市村議会、住民説明会）

平成27年3月～11月 計11回 素案の閲覧 平成29年11月～12月（予定）

天竜川右岸地区住民検討会
（住民代表）

平成27月3月 第5回
長野県都市計画審議会

調査審議
平成29年11月

関係市村長会議
（経緯説明及び意見聴取）

平成27年5月

住民説明会
（説明会の意見に対する県の考え方）

平成27年4月 計4回
公聴会

（都市計画法16条第１項)
平成29年12月（予定）

計画段階環境配慮書の手続き
（住民説明会）

平成27年11月 計4回

計画段階環境配慮書の手続き
（配慮書の国土交通大臣への送付、公告）

平成27年10月

計画段階環境配慮書の手続き
（知事、市村長意見）

平成27年12月

計画段階環境配慮書の手続き
（環境大臣意見→国土交通大臣）

平成27年12月

関係市村長会議
（配慮書手続き及びルート帯決定報告）

平成28年2月

計画段階環境配慮書の手続き
（国土交通大臣意見）

平成28年1月

環境影響評価方法書の手続き
（住民説明会）

平成28年6月 計4回

環境影響評価方法書の手続き
（方法書の公告）

平成28年5月

長野県環境影響評価技術委員会 平成28年6月

計画段階環境方法書の手続き
（知事意見）

平成28年9月
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伊駒アルプスロード線　都市計画決定までのスケジュール

事業者
（長野県：道路建設課）

都市計画決定権者
（長野県：都市・まちづくり課）

関係
市町村

環境部局
（長野県：環境政策課）

国土交通
大臣・環境大臣

方法書（事業者案）の作成

方法書の公告・縦覧

方法書の作成

市町村長

意見

環境部局の知事意見

（長野県環境影響評価

技術委員会）

項目・手法の選定
項目・手法（事業者案）

の選定

関
係
機
関
協
議

調査・予測・評価

ルート・構造（案）

の決定

長野県都市

計画審議会

での審議

都市計画原

案の説明会

公聴会

の公告・縦覧

〔 準備書説明会 〕

準備書 都市計画の案

準備書（事業者案）

都市計画原案

市町村長

意見

意見の概要及び

見解のとりまとめ
環境部局の知事意見

（長野県環境影響評価

技術検討委員会）

都市計画審議会での審議

評価書の作成

都市計画審議会での審議

評価書の補正

評価書（事業者案）の作成

評価書の補正

（事業者案）の作成

国土交通

大臣・環境

大臣の意見

90日以内

都市計画審議会

評価書 都市計画の案

評価書送付
評価書の

公告・縦覧

都市計画の

告示・縦覧 都市計画

評価書

送付

都市計画

の同意

（国土交通

大臣）

評価書送付

１ヶ月（意見書

H28年5月30日～6月29日
（意見書の受理は7月13日まで）

H28年6月～9月（3回）

H29年7月

H29年12月16、17日

H29年7月20日～10月31日 （８回）

120日以内

配慮書の作成

環境部局の知事意見

H27年10月29日～

12月28日
国土交通

大臣・環境

大臣の意見

H27年10月29日～

H28年 1月27日都市計画への位置

付けの意思決定

計画への反映

H28年4月27日

H29年11月14日

資料1-15
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